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第７次山梨県職業能力開発計画（平成１３～１７年度）推進状況

第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

１ 労働者のキャリア形成を支援するシステムの整備 （左欄の下線部に関する具体的事業の実施状況）
( )キャリア形成の意義とその重要性1

、 、技術革新 労働移動の増加等の様々な変化に対応し
効果的な能力発揮ができる人材の育成に当たっては、
特定の職務に必要とされる技能・知識のみならず、創
造力や、問題を発見し解決する能力等の幅広い実践的
な職業能力の開発及び向上が重要であり、従来からの ○労働者の自発的な取組の促進及び職業生活設計に即した職業能力開発の促進
事業主主導の職業能力開発に加え、労働者の自発的な ・キャリア形成支援コーナーにおけるキャリアコンサルティング
職業能力開発の取り組みを促進することが必要である ・職業能力開発に関する情報提供。
また、今後、労働移動が増加することが見込まれる ・多様な職業能力開発の機会の確保（在職者訓練の実施、企業内訓練の促進）

中で労働者の雇用の安定を図る観点からも、労働者が ・キャリア形成促進助成金の周知と活用促進
その職業生活設計に即して変化に対応できる職業能力
を身につけていくことを促進することが重要である。

( )キャリア形成の支援 ○キャリアコンサルティング技法及びキャリアシートの開発2
雇用・能力開発機構山梨センターでは、労働者のキ ・平成１３～１４年度国において実施

ャリア形成（労働者が、企業を超えて、自らの職業生 ○キャリア形成支援コーナー
活設計に即して職業訓練や実務経験を積み重ね、実践 ・雇用・能力開発機構山梨センターに平成１３年１０月設置
的な職業能力を形成すること）を支援するため、キャ ・能力開発支援アドバイザーを配置
リア・コンサルティング技法の開発や労働者のキャリ ・労働者及び事業主に対する情報提供やキャリア・コンサルティングの実施、
アの客観的な記述のためのキャリアシートの開発を行 事業内職業能力開発計画の作成及びキャリア形成促進助成金の活用指導 等
うとともに、キャリア形成支援コーナーにおいて、労 ○能力開発支援アドバイザーについては、平成１４年度から公共職業安定所にも
働者に対してキャリア・コンサルティングや必要な情 配置
報提供等を行う。 ・２カ所のハローワークは常駐、その他６カ所のハローワークは巡回型
また、キャリア・コンサルティングを必要とする労 ・求職者に対する情報提供やキャリア・コンサルティングを実施

働者が、そのニーズに応じてこれを受ける機会を十分
に確保するためには 雇用・能力開発機構のみならず ○県では平成１４年度にキャリアコンサルタント１名養成、 、
県及び民間職業紹介機関その他の民間機関においても ・訓練生、求職者、労働者に対しコンサルティングの実施、
キャリア・コンサルティングが適切に行われることが ○山梨県職業能力開発協会にキャリア形成推進員２名、人材育成コンサルタント
望ましい。 ３名を平成１３年度から配置（中央職業能力開発協会から委託）
このため、労働者がその必要に応じ専門的なキャリ ・労働者及び事業主に対する情報提供、指導助言

ア・コンサルティングを受ける機会が確保されるよう ・キャリア形成促進助成金の普及啓蒙 等、
県においてもキャリア・コンサルティングの実施につ
いて検討する。 ○国において平成１４年度に「キャリア形成促進助成金」制度を創設
なお、今後、企業内におけるキャリア形成支援シス ・職業能力開発休暇給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金等

テムの一環として 教育訓練のための休暇制度の導入 ○企業内における職業能力開発推進者の選任促進（事業主の努力義務）、 、
労働時間面での配慮等労働者が自発的にキャリア形成 ○キャリアパスポートの発行 平成１６年度創設
を薦められるような環境整備を進めていくことが重要 ・職業訓練等の受講歴、取得した資格などを記載（確認印）
である。 ・労働者、求職者等のキャリア形成意識の向上
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

２ キャリア形成を促進するための職業能力開発の推進 ○職業能力開発に関する情報提供
( )職業能力開発に関する情報収集・提供体制の充実強 ・職業能力開発機関のホームページの開設1
化 ・職業能力開発課 平成１３年度
職業能力開発が全県的にかつ効果的に推進されるた ・都留高等技術専門校 〃

めには、企業や労働者個人等の多様なニーズに的確に ・峡南高等技術専門校 〃
応えられるよう、各種の情報を整備することが必要で ・就業支援センター 平成１４年度
ある。 ・山梨県職業能力開発協会 平成１５年度
このため、県や雇用・能力開発機構において、デー （産業技術短期大学校は平成１１年度に開設済）

タベースの整備を進め、インターネット等の活用によ ・産業技術短期大学校情報誌「産短Ｎｅｗｓ」の発行
り、企業や個人へのより積極的に効果的な職業能力開 年２回（１回 部） 配布先：教育振興会会員企業、高等学校 等1,000
発に関する情報提供を行う。 （４学科の紹介、就職状況、トピックス、能力開発セミナー案内等）

・市町村を通じた情報提供（都留高等技術専門校）
各家庭への回覧板を活用し、訓練内容、能力開発セミナー等の情報提供

○職業能力開発サービスセンター（中央職業能力開発協会 、雇用・能力開発機構）
等関係機関とのリンクによる情報提供

・能力開発情報システム（ＡＤＤＳ）の活用

( )職業能力開発評価システムの整備2
現在の職業能力評価は、特定の技能及び知識に関す ○平成１５年度から国において能力評価基準を作成

る評価が中心であるが、キャリア形成を促進するため ・労働者の実践的な職業能力を客観的に評価する制度の整備
には、労働者の職業経験等を基礎とした実践的な職業 ・事務系職種、ホテル業、スーパーマーケット業、自動車製造業等幅広い業種
能力に関する評価基準の設定及び職業経験等を基礎と において作成を進めている。
した評価手法の開発が重要である。
適正な職業能力の評価は、企業内における職務や業 ○国において技能検定職種の拡大及び同制度の見直しを実施

務内容の変更、企業間の労働移動に際し、職業能力の ・技能検定制度の活用促進、検定職種の拡大実施
（ ）ミスマッチの発生を抑制する等により雇用に関する労 ・平成１６年度から技能検定受験資格要件の大幅な緩和 実務経験年数の短縮

使双方のリスクを軽減させることを通じて、雇用の安
定、処遇の改善、迅速かつ的確か人材確保に資するも ○ビジネス・キャリア制度の活用促進
のである。 ・ホワイトカラー層を対象とした評価試験の実施
現在、国では、事務系職種を含めた技能検定職種の ・実施状況 （試験実施機関：山梨県職業能力開発協会）

拡大及び見直しや包括的な職業能力開発システムの構
築に向けた検討を行うこととしているため、その成果 年度 受験申請者数
も踏まえつつ、職業能力開発協会等と連携し、その活
用を促進するための制度の周知に努める。 １３ ６１ 人

１４ １１５
１５ １１６
１６ ９０



- 3 -

第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

３ 多様な教育訓練機会の確保・提供
( )若年者の職業能力開発1

若年者については、未就職のまま学校を卒業した者
や、将来に対する見通しを持たないまま、アルバイト ○高校との連携による体験講座の実施
等不安定な就労と失業を繰り返すいわゆるフリーター ・名 称： 高校生ものづくり技能塾」「
が増加している。また、近年特に技能離れが進行して ・産業技術短期大学校及び高等技術専門校（都留・峡南）で実施
おり、今後の産業を支える人材、技能を継承する人材 ・短大校では教育委員会と連携し 「学校外学習単位認定制度」として実施、
が不足する傾向がある。 ・実施状況
このため、高等学校と密接に連携し、体験講座を実

施する等、職業能力開発コースの周知を進める。 年度 コース数・参加者数
また、職業能力開発促進センターにおいて行われて

いる、民間の教育訓練機関等に委託した学卒未就職者 １３ ４コース ４４人
の就職を促進するための職業訓練についても、更に充 １４ ５ ５８
実を図る。 １５ ５ ５３ １７年度は定員
さらに、訓練へのインターンシップの導入等、職業 １６ ６ ８７

能力開発施設在籍中の早い時期から職業意識の高揚を １７ ８ １２０
図るための対策を検討する。
一方、職業能力開発施設の訓練生に対しては、修了 ○学卒未就職者訓練（平成１７年度から若年者訓練として実施）

後に適切な労働条件で、各自の希望と資質・能力に応
じた就職が行えるよう、職業安定機関との連携の下に 年度 コース数・入校者数
無料職業紹介業務を活用し、就職相談や職業紹介のよ 実施機関：雇用・能力開発機構
り一層の充実強化を図る。 １３ ２コース １２人

１４ ２ １５
１５ ４ １７ １７年度は定員
１６ ８ １４２
１７ ７ １４０

○職業意識の高揚を図るための対策
・就職ガイダンス、合同面接会、模擬面接会の開催（産業技術短期大学校にお
いて１年生に対し平成１３年度から実施）

（ ） （ ）・企業実習の実施 観光ビジネス科 ホテル・旅行業 ・自動車整備科 内定先
・職業講話の実施 都留高等技術専門校
・模擬面接会の開催 自動車整備科１、２年生

○日本版デュアルシステムの導入（平成１７年度新規）
・都留高等技術専門校に「機械科デュアルコース」を設置
・定員１０人、訓練期間９か月～１年
・設備整備 フライス盤、 千円CAD/CAM 7,206

○就職相談や職業紹介の充実強化
・各職業能力開発施設の無料職業紹介専任担当者による指導
・訓練修了者の追跡指導の強化（平成１４年度から強化、１年間の追跡指導）
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○無料職業紹介（学卒者訓練の就職状況）
・産業技術短期大学校

年度 就職率

１３ １００ ％ 各年度とも卒業時の就職率
９８．５１４

１５ １００
１６ １００

・都留高等技術専門校

年度 就職率

１３ ８６．２％ 平成１３～１５年度は訓練修了後６か月後
１４ ９２．０ 平成１６年度は訓練修了時の状況
１５ ９０．９
１６ ６８．２

・峡南高等技術専門校

年度 就職率

１３ ９５．５％ 平成１３～１５年度は訓練修了後６か月後
１４ ９０．９ 平成１６年度は訓練修了時の状況
１５ ９０．３
１６ ８１．３

○若年者（３５歳以下）に特化した緊急離転職訓練 （３か月・委託訓練）

年度 コース数 延定員 入校者 うち若年者 若年者の就職率

１６ ２ ４０人 ３９人 ２６人 ３８．５％
１７ １ ２０ － － －

就職率は訓練修了時の状況
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( )中高年齢者の職業能力開発2
中高年齢者については、個々人で意欲と能力の在り

方が多様であり、意欲と能力に応じて多様な就業形態 ○企業との連携及び情報交換
を選択することが必要である。 ・山梨県職業能力開発運営協議会の開催（年２回）
また 高齢化の進展に伴う職業生活の長期化により 構成員 商工指導団体、業種別団体、職能関係団体、認定訓練校、、 、
正規雇用のみならず、短時間労働、シルバー人材セン 職業能力開発推進者等
ターにおける就労等、就業ニーズの一層の多様化が見 ・各職業能力開発施設における事業所訪問等
込まれることから、より効果的な訓練の実施が必要で
ある。 （以下特に中高年齢者に特化した訓練は実施していないため全体の状況）
このため、県内企業との連携を緊密にし情報を交換 ○訓練コース、訓練内容の見直し

する中で、訓練コース・訓練内容の見直しを図るとと
もに、設備の充実を図り、企業からの求人ニーズに一 年度 科目の改廃・見直しの状況
層対応できる訓練を実施する。また、民間企業・事業
主団体・民間の教育訓練施設等への委託訓練を活用し １４ ◎峡南高等技術専門校、
多様な教育訓練機会の整備・拡大に努める。 ・ ハウスサービス科」を廃止し「家屋リフォーム科」と統合、「
中高年齢者については、若年者に比べて求人倍率が 訓練内容を改変

低く、再就職が難しいことから、無料職業紹介業務及 ◎就業支援センターを設置
び求人開拓に一層努力する。 ・ 福祉サービス科」新設（峡南の委託訓練から転換）「

・ パソコン科 「商業簿記科 「税務・社会保険労務科」「 」 」
「パソコン文書科 「パソコン短期科」を新設」

１５ ◎就業支援センター
・ パソコン科」を「パソコン活用科」とし訓練内容を充実「
・ 税務・社会保険労務科」を「税務・社会保険労務・簿記科」「
とし訓練内容を充実

・ パソコン短期科」を「パソコン事務科」とし訓練内容を充実「

１６ ◎峡南高等技術専門校
・ 家屋リフォーム科」を「内装リフォーム科」とし訓練内容「
を改変
・ 建設科」を「建設施工科」とし訓練内容を改変「

◎都留・峡南高等技術専門校
・ 服飾科」の訓練内容に接客販売科目を追加「

◎就業支援センター
・ 商業簿記科」と「税務・社会保険労務・簿記科」を統合し、「
「総合ビジネス科」として訓練期間を延長、訓練内容を充実
・ パソコン文書科」と「パソコン事務科」の単独コースを「パ「
ソコン基礎科 「パソコン応用科」に体系化し、訓練期間を」
延長
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○設備の充実

年 度 科 名 設備の整備状況（新規・更新整備）

１３ 服 飾 科 動力ミシン他 4,234千円

１４ 福祉サービス科 介護機器他 千円6,651

１５ 共 通 パソコン一式、視聴覚機器 千円7,438

１６ 機 械 科 マシニングセンター 千円(ﾘｰｽ料)1,259
造 園 科 クレーン付きトラック 千円4,607
服 飾 科 動力ミシン他 千円1,157

１７ 服 飾 科 動力ミシン 千円（計画）650

○委託訓練実施状況（平成１６～１７年度は若年者に特化した訓練を除く）
・県立校（３校） （人） ・機構 （人）

年度 コース数 定員 入校者 年度 コース数 定員 入校者

１３ ８ １９０ １７８ １３ ４０ ７３８ ７０４
１４ １７ ３３５ ３０８ １４ ２１ ４３０ ４２８
１５ ２０ ３９０ ３４７ １５ ３２ ５１９ ５１４
１６ ２１ ３９９ ３０６ １６ ２７ ５２０ ５２０
１７ １７ ３０５ － １７ ２８ ５４０ －

○無料職業紹介（離転職者訓練の就職状況）
・県立校（施設内・委託の合計） ・機構（施設内・委託の合計）

年度 就職率 （注） 年度 就職率
～ 年度は修了後６13 15

１３ ４３．４％ 月後 １３ ４４．０％ （注）修了時
１４ ５３．４ 年度は修了時及び修 １４ ５０．５16
１５ ５３．８ 了後３月後（若年者に特 １５ ７０．８ （若年者に特化
１６ ５４．６ 化したコースは除く） １６ ６３．８ したコースは除

く）
○就業支援センターの設置（平成１４年度）

中高年齢者を中心とした求職者の早期就職を図るための公共職業能力開発施
設として設置した。
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

( )ホワイトカラーの職業能力開発3
ホワイトカラーについては、能力の在り方が急激に ○企業や労働者に対する情報提供

変化していることから、変化に対応できる能力、創造 ・職業能力開発機関のホームページの開設 （２ページ参照）
性、問題を発見し解決する能力がますます必要となっ ・山梨県職業能力開発運営協議会の活用
ている。 ○ビジネス・キャリア制度の活用促進
このため、ホワイトカラー労働者の職務遂行に必要 山梨県職業能力開発協会と連携して普及啓発を図るとともに、同協会におい

な専門知識の段階的かつ体系的な習得を支援する制度 て試験を実施している。
であるビジネス・キャリア制度について、ホワイトカ
ラーの職業能力の評価指標として一層機能していくた 年度 受験申請者数
めに見直しを検討することとされていることから、そ
の成果について、企業や労働者に積極的に情報を提供 １３ ６１ 人
するとともに、職業能力開発協会等と連携し、制度の １４ １１５
一層の周知に努める。 １５ １０９

１６ ８５

○ビジネスキャリアマスター試験の実施
、 、国において制度の見直しにより 平成１４年度より上記試験の上位級として

マスター試験が創設されたため、山梨県職業能力開発協会と連携して普及啓発
を図るとともに、同協会において試験を実施している。

年度 受験申請者数

１５ ７ 人
１６ ５

( )就業形態の多様化に対応した職業能力開発4
近年、サービス経済化が進展するとともに、パート

タイム労働者、派遣労働、在宅就業等就業形態の多様
化が進む中で、これらの労働者の職業能力開発を推進 ○労働者を対象とした訓練期間・時間等に配慮したコースの設定
するため、訓練期間・時間等に配慮した特別なコース ・県 ・ポリテクセンター山梨
の設定を行っていく。
また、短時間の就労を希望する労働者に対して、そ 年度 コース数 実施方法 年度 コース数 実施方法

の就労形態に即した訓練期間・時間等に配慮した職業
訓練の実施に努める。 １５ ２コース 同一コースを １５ ３コース 同一コースを夜

１６ １ 夜・平日の昼 １６ ２ ・平日の昼・土
１７ ３ に実施 １７ ２ 曜日の昼に実施
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

○短時間の就労（パート）を希望する者に対する訓練（短期課程）の実施

・県（特にパート希望者に特化したコースは設定していない）

年度 コース 定 員 入校者数 訓練期間

１３ パソコン科 ２０人 １９人 ２か月
１４ パソコン科等６コース １８０ １７６ １か月～２か月
１５ 〃 １８０ １６２ 〃
１６ パソコン科等２コース ４０ ３６ 〃
１７ 〃 ４０ － 〃

・ポリテクセンター山梨

年度 コース 定 員 入校者数 訓練期間

１３ ＯＡ文書実務科３回 ６０人 ５８人 １０日間
１４ ＯＡ文書実務科４回 ８０ ８０ 〃
１５ 速成・離転職者コース ８０ ８０ 〃

( )障害者等特別な配慮を必要とする人たちに対する職5
業能力開発
障害者については、その雇用の安定・拡大を図るた

め、就職前の職業準備訓練から就職後の職場適応まで
一貫した支援が必要であり、関係機関や事業主等と密
接な連携の下に職業能力開発施策を推進することが重 ○職業能力開発に関する情報提供
要である。 ・職業能力開発機関のホームページの開設 （２ページ参照）
その際、障害者が他の一般県民と同様に社会の一員 ・障害者団体、教育機関、社会福祉法人、ハローワーク等への周知

として種々の分野で活躍することができるようにする
というノーマライゼーションの推進の観点から、障害 ○公共職業能力開発施設（県立校・ポリテクセンター山梨）への受け入れ

、者の職業能力開発に関する情報の提供を行うとともに
県内の公共職業能力開発施設における障害者の受け入 年度 入校者数 区分 内 訳
れを促進し、さらに、訓練の受講を容易にするため、
職業訓練手当の支給や障害者が利用しやすいような施 １３ ２ 人 身体 県立校１・ポリテク１
設・設備の整備に努める。 １４ １ 精神 県立校

１５ ８ 身体 県立校５・ポリテク３
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

さらに、県内の公共職業能力開発施設において受講 ○障害者職業能力開発事業の実施
することが困難な障害者については、障害者職業能力 ・公共職業能力開発施設での職業訓練（知的障害をもつ者を対象）
開発校への入校を促進するため、入校に必要な情報の
提供を行うとともに、障害者職業能力開発校入校奨励 年度 コース名 訓練期間 定 員 入校者
金の支給を行う。
また、企業において就職を前提に実施される職場適 １６ 販売実務コース ６か月 １０ 人 ８ 人

応訓練については、企業の受け入れの促進のための委 １７ 〃 １ 年 ２０ １７
託費や、障害者の訓練の受講を容易にするための職業
訓練手当の支給を行う。 ・民間教育訓練機関等への委託（知的、身体、精神の各障害をもつ者を対象）

、その他の特別な配慮を必要とする人たちについても
その雇用の場を確保し、職業生活の安定を図るため、 年度 コース 訓練期間 定 員 入校者
職業安定機関と密接な連携をとりつつ必要な援助を行
いながら、公共職業能力開発施設において効果的な職 １６ パソコン、介護サービス等 ２～３か月 ５５ 人 ５４ 人
業訓練の実施に努める。 １７ パソコン、介護サービス等 ２～３か月 ５０ －

○訓練受講者に対する職業訓練手当の支給

年度 支給人員 入 校 施 設

１３ １ 人 ポリテクセンター
１５ ４ 県立校１・ポリテクセンター３
１６ ６ 県立校５・県外障害者校１

○施設・設備の整備
、 、 （ ）・産業技術短期大学校 エレベータ トイレ スロープ １１年度に整備済

・ポリテクセンター山梨 〃 〃 〃 （１５年度に整備）
・就業支援センター トイレ、スロープ （６年度施設建設時に整備済）

○情報提供及び障害者職業能力開発校入校奨励金の支給
・ハローワークを通じての障害者職業能力開発校に関する情報提供
・障害者職業能力開発校入校奨励金の支給 １人４０，０００円

年度 支給人員 入校施設 ・ コース

１４ １ 人 東京障害者校・ビジネス情報系
１５ １ 〃 ・医療・福祉事務系
１６ １ 中央障害者校・オフィスビジネス
１７ ３ （見込み人員）

○障害者就業支援コーナーの設置
平成１６年度から就業支援センター相談室内に設置
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状況 備 考

○職場適応訓練
・事業所への委託人員（障害者のみ）

年度 支給人員

１３ １４ 人 受入れ事業所には委託費を支給
１４ １４
１５ １７ 平成１７年度は障害者分を含む全体の見込み
１６ １０
１７ １３

・職業訓練手当の支給（委託人員のうち雇用保険受給者を除く）

年度 支給人員

１３ １１ 人
１４ １４
１５ １５ 平成１７年度は障害者分を含む全体の見込み
１６ ９
１７ １２

○特別な配慮を必要とする者への援助
・公共職業訓練への受け入れ（ハローワークの受講指示による）
・職業訓練手当の支給（障害者以外）

年度 支給人員 内 訳

１３ １０ 人 ・母子家庭の母 ４ 、４５歳以上の求職者６
１４ ９ ・ 〃 ６ 、 〃 ３
１５ １３ ・ 〃 １２ 、 〃 １
１６ １６ ・ 〃 １５ 、 〃 １

・その他の職業訓練手当支給対象者
中国残留邦人等永住帰国者、 北朝鮮帰国被害者 等

○母子家庭の母等を対象とした準備講習付職業訓練（平成１７年度新規）

コー名 定員 訓練期間 準備講習 実施方法

ＯＡビジネス １０人 ３か月 ５日間 専修学校等に委託
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

４ 産業に必要な人材の育成
( )民間における職業能力開発の推進1
ア 計画的な職業能力開発を推進する事業主への援助

企業において 雇用する労働者のニーズを反映し ○企業内における取組の促進、 、
段階的、体系的な職業能力開発を計画的に実施する ・県立職業能力開発施設 専任担当組織（３校に設置）による支援
観点から、事業内職業能力開発計画の策定を行うこ ・山梨県職業能力開発協会 人材育成コンサルタントによる指導助言
とを推進するため 企業内における取組を促進する ・雇用・能力開発機構山梨センター 事業内職業能力開発計画作成の指導、 。
この場合、労働者の主体的な能力開発を促進する キャリア形成促進助成金の活用指導

観点から、教育訓練を受けることによって得られる ○職業能力開発推進者の選任
職業能力や遂行可能となる業務を明確にすることが ・職業能力開発促進法第１２条に規定（事業主の努力義務）
必要である。 ・原則として事業所ごとに１名を選任
また、企業内における職業能力開発の推進にあた ・常用労働者１００人以下の事業所は当該事業所ごとの専任者でなくても可

って中核的な役割を担う職業能力開発推進者の選任 ・複数の事業所が共同（組合等）で選任も可
を推進し、その活動を支援するため、職業能力開発 ・平成１６年度末現在の推進者数 ７３１人（６９６社）
協会において講習会・セミナー等の実施や情報提供 ○職業能力開発推進講習会の開催
を進めるほか、職業能力開発推進者相互の交流を促 ・主 催 山梨県職業能力開発協会 （全国職業能力開発推進者講習会
進する。 ・実施回数 年３回 及び交流プラザにも代表が参加）
さらに、職業能力開発のための助成措置について ・参加者 １６年度１０５名

は、企業内の職業能力開発促進に一定の役割を果た ○職業能力開発経験交流プラザ
してきていることから、今後は、国の制度と相まっ ・主 催 経験交流プラザ実行委員会
て、労働者の自主的な職業能力開発への取組の推進 ・実施回数 年１回
や、中小企業、高齢者などに配慮した活用に努める ・参加者 １６年度８２名
とともに、取組の遅れている企業に対し周知を図っ
ていく。 ○キャリア形成促進助成金の活用促進

・雇用・能力開発機構山梨センターにおける活用指導
・県立職業能力開発施設における周知

イ 認定職業訓練制度の活用による技能者育成の促進 ・山梨県職業能力開発協会の人材育成コンサルタントによる活用指導
認定職業訓練については、職業訓練の体制が脆弱

な中小企業が、その雇用する労働者に対し的確な職
業訓練機会を確保するための有効な制度として、今
後もなお一層の振興を図る必要がある。 ○認定職業訓練に対する支援、取組の促進
特に、中小企業等が行う認定職業訓練に対する支 ・認定職業訓練事業費補助金 （単位：千円）

援を行うとともに、カリキュラムや実施体制の見直
しを促進し、認定職業訓練の充実を図る。 年 度 １３ １４ １５ １６ １７
さらに、認定職業訓練施設において、従来以上に １７年度

高度で効果的・効率的な訓練を実施するため、地域 助成額 は見込額58,286 53,261 38,934 43,867 45,517
間で相互に協力連携し、訓練生・指導員の確保、教
材開発等に取り組むことを促進する。 ・県立職業能力開発施設 専任担当組織（３校に設置）による支援

・山梨県職業能力開発協会 人材育成コンサルタントによる相談指導
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

ウ 地域における事業主等への各種職業能力開発機会
の提供 ○中小企業人材開発センター
中小企業人材開発センター（地域職業訓練センタ ・山梨県職業能力開発協会に委託

ー）については、中小企業事業主や事業主団体等に 平成１６年度委託料 千円（人件費を含む）18,790
対し、地域のニーズに応じた職業能力開発のための 平成１７年度委託料 千円（ 〃 ）19,063
場を提供してきている。 ・業務内容
今後も、地域における事業主等の職業能力開発の ・企業やその団体が自ら行う教育訓練に対し、施設・設備を貸与する

取組を支援する中核施設として機能強化を図るとと ・労働者に対し能力開発の機会を提供する
もに、その利用を促進する。 ・企業等に対し能力開発についての相談や情報の提供を行う

・運営体制
事業担当職員 ２名（正規）
夜間等管理職員 ２名（非常勤・交代制）

・利用の促進
利用案内の作成配布、報道機関の利用、企業等の訪問、関係団体の機関誌
への掲載 等、

・自主事業の開催による活用の促進
・各種自主講座の開催
・ＯＡ講座の開催
・教育訓練の相談、教材の貸与、資料提供等のサービス事業

年度 １３ １４ １５ １６

利用人員 人 人 人 人66,467 72,343 71,820 76,083

( )公共職業訓練の効果的な実施2
公共職業訓練を実施する施設としては、県の産業技

術短期大学校、高等技術専門校等や、雇用・能力開発
、機構の職業能力開発促進センターが設置されているが

これらの各施設の連携を図り、公共職業訓練の充実に ○各施設の連携
努める。 ・所属長会議の開催（年２回）
また、離転職者に対する職業訓練については、職業 ・担当者会議の開催（随時）

安定機関と密接な連携の下に、効率的な受講指示と訓 ○職業安定機関との連携
練コースの設定を行う。特に、急激な雇用変動等が生 ・各施設と管轄安定所との会議等の開催（年１～２回）
じた場合に、民間の教育訓練機関への委託訓練の活用 ・担当者会議の開催（随時）
等が実施できるよう、関係機関との必要な連携体制を
整備する。
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

ア 高度な職業訓練の実施 ○専門課程
平成１１年４月に塩山市に開校した産業技術短期
大学校については、本県における実践技術者養成の 入学 県 内
中核施設として、新規学卒者を中心とした高度技能 年度 定員 入学者 卒業者 就職者 進学者 就職率 就職率

人 人 人 人 人 ％ ％労働者の養成と在職者に対する高度な職業訓練を実
施してきている。平成１３年度に専門課程の第一期
生が卒業し、そのほとんどが県内就職という実績を １３ 各年度とも卒業時100 87 88 77 11 100 100
残し、県内産業の高度化に寄与している。 の就職率

100 94 72 66 5 98.5 89.4また、平成１２年度から、在職者に対する高度な １４
職業訓練として専門短期課程を実施しており、今後

100 91 78 74 4 100 96.1も訓練コースの拡充と、県内産業の高度化に寄与で １５
きる先端的な訓練コースの開発に努める。

100 89 78 75 3 100 96.0さらに、県内産業界のニーズを踏まえつつ、訓練 １６
内容の充実を図る。

１７ － － － － －100 95

○設備の整備 （１７年度は計画）

年度 設備の整備状況（新規又は更新により整備）

１４ 放電加工機、３次元測定機 千円（ﾘｰｽ料）9,416
１５ パソコン１科分、測定器他 千円33,036
１６ パソコン２科分、電子回路実験装置 千円27,957

（ ）１７ 千円ＣＡＤ／ＣＡＭ メカトロ実習システム、 18,180 ﾘｰｽ料含む

○専門短期課程
・校内に「専門短期委員会」を設置し、同校の学科に関連する業種の県内企業
約３５０社に対しニーズ調査を行いコース設定の参考としている。

・機械系、電子系、情報系については技術革新の進展に対応した先端的な訓練
コースを設定している。

年度 コース数 定 員 受講者

１３ ５ ５０人 ５９人
１４ ８ ８０ １０４
１５ ９ １１０ １０９
１６ １２ １２０ １０１
１７ １２ １２０ －
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

イ 総合的センターとしての公共職業能力開発施設の ○職業能力開発の総合的センターとしての機能
運営等 ＊職業訓練の実施（学卒者訓練、離転職者訓練、在職者訓練）
都留及び峡南の高等技術専門校については、職業 ＊事業主、労働者等に対する援助～～専任担当組織の設置

能力開発のための総合的センターとしての機能が発 ・計画作成に関する助言 ・短大校 民間研修課
揮されるよう、産業構造の変化等に対応して訓練科 ・情報及び資料の提供 ・技専校 指導担当グループ
の新設・廃止・転換を含めた見直しや、施設・設備 ・指導員の派遣
の整備を図りつつ、必要な職業訓練を積極的に実施 ・施設及び設備の貸与 等
するとともに、訓練内容等の情報提供、広報につい ○訓練科の再編整備（訓練コース、訓練内容の見直し） （１３ページ参照）
ても取組を強化する。特に新規学卒者や離転職者を ○施設の整備 平成１５～１７年度に建築科実習棟・峡南技専寄宿舎を改修
対象とした訓練については職業安定機関や事業主・ ○設備の整備
事業主団体等と緊密な連絡を取り、求人の確保、確 ・学卒者訓練 （１７年度は計画）
実な再就職に努める。
また、訓練の委託を含め民間の教育訓練機関や認 年度 科 名 設備の整備状況（新規又は更新により整備）
定職業訓練施設との連携、事業主等に対する指導員
の派遣、施設提供、情報提供、相談援助等の充実を １４ 電気システム科 油圧式圧縮機、測定器 千円278
図る。 建 築 科 角のみ盤 千円93
新規学卒者対象訓練、離転職者対象訓練とも、訓

練修了者の意見等も取り入れる中で、訓練内容及び １５ 自動車整備科 オートリフト、測定機器 千円2,232
指導技法についても検討していく。 建 築 科 超仕上げかんな盤 千円1,835
職業能力開発促進センターにおいては、人材の高 共 通 パソコン一式、視聴覚機器 千円6,764

度化への対応などに必要なオーダーメイド型の職業
訓練へのニーズが高まっていることから、中小企業 １６ ＯＡビジネス科 パソコン一式 千円12,306
への支援に重点を置きつつ、相談援助体制の強化を 電気システム科 高圧受変電設備 千円1,900
図るとともに、訓練技法に関する支援を含め、他の 自動車整備科 フロンガス回収装置、測定機器 千円1,531
公共職業能力開発施設と密接な連携を図りつつ、地
域における職業能力開発機会の確保・拡大に努める １７ 電気システム科 直流安定化電源 千円。 110

建 築 科 丸のこ盤他 千円4,515

・離転職者訓練 （６ページ参照）
○情報提供・広報の強化 ホームページの開設等 （２ページ参照）
○無料職業紹介 ・学卒者訓練（都留・峡南）の就職状況

年度 就職率

１３ ９０．２ ％ 平成１３～１５年度は訓練修了後６か月後
１４ ９３．５ 平成１６年度は訓練修了時
１５ ９６．０
１６ ７６．０

・離転職者訓練の就職状況 （６ページ参照）
○民間教育訓練機関、認定職業訓練校への訓練委託 （１６ページ参照）



- 15 -

第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の実 施 状 況 備 考

○山梨職業能力開発促進センター（ポリテクセンター山梨）
・相談援助体制の強化

離転職者訓練については、公共職業安定所の求人情報を中心としての情
報提供、履歴書・職務経歴書の作成指導等の実施により、早期の就職率向
上に努めることとした。
在職者訓練については、人材育成ニーズ把握体制を強化するとともに、

計画的な事業所及び団体訪問により相談援助体制を強化した。
・オーダーメード型訓練の実施状況

１３年度 ４２コース 受講者３５４人
１４ 〃 ３３ 〃 ２２３〃
１５ 〃 ２２ 〃 ２２６〃
１６ 〃 ２３ 〃 ２５５〃

・職業能力開発機会の確保・拡大
、 、県内の職業能力開発施設間の連携により 職業訓練コースの周知を図り

( )ＩＴ分野における職業能力開発の推進 早期受講を進めている。また、夜間、祝日の活用により職業能力開発機会3
ア ＩＴ分野の職業能力習得支援の必要性 の確保・拡大に努めている。

あらゆる産業分野においてＩＴ化が急速に進展す ○ＩＴに関する職業訓練
る中で、あらゆる職種において、ＩＴに関する実務 ・学卒者訓練
的な職業能力が必要とされるようになるとともに、
ＩＴを活用した生産システムの構築等、業務を遂行 実 施 施 設 科 名 期間 定員 適 要
するための実践的なＩＴ活用能力が求められるよう
になってきていることから、すべての労働者を対象 産業技術短期大学校 情 報 技 術 科 ２年 ４０人 １１年度から実施
として、公共職業能力開発施設が主体となって、職
業能力開発機会の確保を中心として、能力水準に応 都留高等技術専門校 ＯＡビジネス科 １年 ２０人 １１年度から実施
じた能力開発等の支援を行うことが必要である。
また、職業安定機関とのより密接な連携を図るこ その他の訓練科においてもＩＴに関する教科目を設定している

ととし、平日夜間又は休日を含めた訓練機会を提供 生産技術科( ) 観光ビジネス科( ) 電子技術科( )72H 360H 102H
する等離職者、在職者を含めた幅広い労働者のＩＴ 電気システム科( ) 自動車整備科( )40H 20H
に係る職業能力習得機会の確保を図ることが必要で ・離転職者訓練（施設内訓練） 延定員は実施年度期間の通算合計
ある。

イ ＩＴに係る職業能力開発のための基盤整備 実施施設 科 名 期間 延定員 摘 要
求職者、在職者を問わず、訓練ニーズに応じた多

様な水準、期間の訓練コースの整備・拡大を図ると 都留高等技術専門校 パ ソ コ ン 科 ２月 １００ １３年度から実施
ともに、パソコン操作に係る職業能力を自発的に習
得する機会を提供する。 就業支援センター パソコン基礎科 １月 ４０ １６年度から実施
また、求職者の多様なニーズに応えるため、職業 パソコン応用科 ３月 ８０ １６ 〃

安定機関との連携の下、既存の離転職訓練とＩＴ活 パソコン活用科 ２月 ８０ １４～１５年度実施
用能力習得訓練を組み合わせて受講できるよう配慮 パソコン文書科 １月 ８０ 〃
する。 パソコン事務科 １月 ８０ 〃
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

さらに、高卒者等若年者を対象とする高等技術専 ・緊急離転職訓練（民間教育訓練機関等に委託）
門校の職業訓練においても、ＩＴ活用能力の習得を
行えるよう、カリキュラムの内容の充実を図る。 実施施設 科 名 期間 延定員 摘 要
情報通信分野については、産業技術短期大学校に

おける情報技術に関する高度職業訓練をはじめ、公 都留高等技術専門校 ﾈｯﾄﾜｰｸﾋ゙ｼ ﾈ゙ｽ科 ２月 ２０ １３年度のみ実施
共職業能力開発施設において、離転職者対象の緊急 パソコン操作科 １月 １３０ １３～１５年度
ＩＴ化対応訓練を実施する。 パソコン実践科 ３月 ８０ １４年度から実施
ＩＴに関する実務的な職業能力の開発・向上につ ＯＡ経理事務科 ３月 ４０ １５年度から実施

いては、ＩＴ化対応の職業能力習得機会の確保・提
供のための事業を現在進めているところであり、こ 峡南高等技術専門校 ﾈｯﾄﾜｰｸﾋ゙ｼ ﾈ゙ｽ科 ２月 ４０ １３年度のみ実施
うした対応を継続的に実施することにより、あらゆ ﾊ゚ｿｺﾝﾋ゙ｼ ﾈ゙ｽ科 ３月 ２０ １４年度のみ実施
る事業分野における労働者にＩＴリテラシー（情報 パソコン操作科 １月 ４０ １３～１４年度
技術を活用する能力）を付与し、デジタル・ディバ Ｅビジネス科 ３月 ６０ １５年度から実施
イド（情報格差）による雇用不安が生じないように パソコン実践科 ３月 ５５ 〃
支援する。 パソコン技術科 ３月 ４０ １６年度から実施
その際には、幅広く労働者の利便の確保に努める

とともに、民間の教育訓練機関との連携により、Ｉ 就業支援センター パソコン実務科 ３月 ２０ １４年度のみ実施
Ｔに係る職業能力開発の推進を図る。 パソコン操作科 １月 ４０ １４～１５年度

ﾊ゚ｿｺﾝｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ ３月 ６０ １５年度から実施
養成科
ＯＡ医療事務科 ３月 ６０ 〃
パソコン実践科 ３月 ２０ １７年度から実施

雇用・能力開発機構 ＩＴ活用科、コ １～ ２９５ １４年度実績
山梨センター ンピュータ実務 ３月

科等１２コース

ＩＴ活用科、情 １～ ４２４ １５年度実績
報ビジネス科等 ４月
２９コース

ＯＡビジネス、 ３～ ３８６ １６年度実績
情報ビジネス等 ４月
１６コース

ＯＡビジネス、 ３～ ４５０ １７年度計画
ＯＡ実務等２４ ４月
コース

延定員は実施年度期間の通算合計
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

・在職者訓練
県立職業能力開発施設（４校 、ポリテクセンター山梨、山梨県職業能力開）

、 、 、発協会において 毎年度ＩＴに係る能力開発セミナーを 入門編から活用編
基礎から応用まで体系的に実施している。
また、受講者層も初心者から上級者まで、若年者から中高年齢者まで幅広

い層を対象としており、実施時間帯も夜間、昼間に設定するとともに、訓練
内容については、文書作成、表計算、データ処理、ホームページの作成など
受講者の幅広いニースに対応している。
さらに、産業技術短期大学校及びポリテクセンター山梨において、ＩＴに

関する高度な専門短期講座を実施している。

○ＩＴ学習支援事業
自発的に習得する機会を提供するため、山梨県職業能力開発協会が雇用・能

力開発機構の委託事業として「ＩＴ学習支援事業」を行っている。
・実施場所 山梨県中小企業人材開発センターＯＡ関係実習室
・支援体制 ＩＴサポーター１名配置
・実施状況

年度 利用者数

１３ ４，０９２ 人
１４ ２，８６０
１５ ３，４６２ １７年度は計画数
１６ ２，７９２
１７ ２，０００

また、ポリテクセンター山梨においても、施設内において「ＩＴ学習支援事
業」を行っている。

年度 利用者数

１３ １０，６７３人
１４ ７，８５９
１５ ６，５６７ １７年度は計画数
１６ ２，２１４
１７ ４，０００
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

○ＩＴリテラシーの付与
・実施施設 雇用・能力開発機構山梨センター及びポリテクセンター山梨

年度 科 名 回数 延定員 受講者

１３ ＩＴ訓練コース ９ ４７５人 ４４０人
情報リテラシー科 ３ １５０ １３０

１４ 情報リテラシー科 １２ ３６０ ３５９
１５ 情報リテラシー科 １２ ３６０ ３６５
１６ 情報リテラシー科 ４ １２０ １２６

○組合せ訓練の実施
( ) 介護分野、環境分野その他の成長分野に必要な人材 ・ポリテクセンター山梨において既存の離転職者訓練（アビリティコース６か4

の育成 月）と情報リテラシー１か月コースを組合せて、７か月コースを実施
我が国経済の活力の向上、雇用の創出等のために ・平成１６、１７年度とも年４回、延定員１２０人

は、新規・成長分野に必要な人材の養成・確保が重
要であることから、介護分野、環境分野その他の新
規・成長分野において、ニーズを踏まえた訓練コー
スの設定、事業主等の行う教育訓練への支援、公共 ○福祉サービス科の充実
職業訓練の充実等により、効果的に人材の育成、確 ・平成１３年度まで専門学校に委託して実施 年１回 定員２０人
保が行われるよう施策を推進することが必要である ・平成１４年度から就業支援センター施設内に設置（実習室及び設備を整備）。
特に、介護分野については、良質な人材の確保が 年２回 延定員４０人

要請される中で、今後中高年齢者の雇用の機会を確 ○公共職業能力開発施設におけるホームヘルパーの養成
保する場としても、早急に適切な能力を有する人材
を確保する必要があり、公共職業能力開発施設等に 年度 実施機関 訓練科 回数 延定員 入校者 ・委託訓練を
おけるホームヘルパーの養成等を通じて、必要な人 含む
材の育成を図る。県の職業能力開発施設で実施して １３ 県立（１校） ２ 科 ２ 回 ３０ 人 ３０ 人
いる福祉サービス科の訓練については一層の充実を
図る。 １４ 県立（２校） １ ２ ４０ ４０
また、今後、循環型の経済社会システムへの円滑 機構立 １ ２ ６０ ６０

な転換に必要な、リサイクル分野において資源の再
利用・再生を行う人材や、リサイクル分野以外にお １５ 県立（２校） ２ ４ ７０ ７０
いても環境を重視した製品開発等を担う人材の育成 機構立 １ ３ ７５ ７５
が必要とされてくる。
このため、企業内の人材育成については、企業で １６ 県立（２校） ２ ４ ８０ ７６

実施する訓練の認定職業訓練化や、助成金制度の利 機構立 １ ３ ８０ ８０
用を促進するとともに、公共職業能力開発施設で実
施している在職者訓練のＩＳＯ など環境分野 １７ 県立（２校） ２ ４ ８０ －14000
のコースに充実に努める。 機構立 １ ３ ８０ －
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

○認定職業訓練
・介護関係企業（１社）が行う訓練について平成１４年度に認定を行った。

認定科目 ２コース 訓練人員 延１４０人
○認定職業訓練事業費補助金の活用促進 （１１ページ参照）

○環境分野のコースの充実（県立校、職業能力開発協会）

コ ー ス 名 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

ＩＳＯ 入門 １回 人 １回 人 １回 人 － －14000 20 20 20

ＩＳＯ ｼﾘｰｽ入門 ２〃 〃 ２〃 〃 － － －9000 40 40

ＩＳＯ 内部監査員 － － ２〃 〃 ３回 人 ４回 人9000 40 60 80

－ － － １〃 〃 １〃 〃福祉住環境コーディネーター 20 20

( )職業生活の多様化に対応した職業能力開発5
近年、職業生活の在り方は多様化しており、雇用

、者から主婦となり再び雇用者となる形態のみならず
雇用者から自営業者となる形態やその逆の形態も多
くなっている このため 現在 働いていなくても ○キャリア形成支援コーナーにおける支援、情報提供 （１ページ参照）。 、 、 、
主婦や、退職後の高齢者、自営業者等に対して、キ ○県において平成１４年度にキャリアコンサルタント１名養成 （〃）
ャリア形成のための支援や職業情報提供に係る支援 ○キャリアパスポートの発行 （〃）
サービスを利用できるようにする。 ○職業能力開発機関のホームページの開設 （２ページ参照）
また、育児や介護等のために離職した労働者が技

術革新に対応できるようその能力の維持を図り、円 ○職業能力の維持・向上
滑な再就職を促進するとともに、育児介護による休 ・離転職者訓練の受講機会の提供
業期間における職業能力の維持・向上を推進する。 ・在職者訓練の受講機会の提供
なお、改正男女雇用機会均等法の趣旨から、これ

まで女性のみを対象に行ってきた就業相談や講習等 ○就業支援センターの設置
の女性就業援助促進事業は、平成１３年度末をもっ ・平成１３年度「山梨県労働力特性調査」の実施、山梨県職業能力開発審議
て終了することとし、当事業の中核施設としてのそ 会での審議等を踏まえ、婦人労働開発センターを廃止し、平成１４年４月
の役割を果たしてきた婦人労働開発センターの施設 １日「県立就業支援センター （公共職業能力開発施設）を開設」
については、雇用のミスマッチ等現下の厳しい雇用 ・就業相談、カウンセリング、職業訓練及び職業紹介をワンストップで実施
情勢を踏まえる中で その在り方について検討する し、中高年齢者を中心とした求職者の早期就職支援を行う。、 。

また、在職者等の職業能力の向上を支援するため能力開発セミナーを主
として夜間に実施する。
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

５ 技能の振興及びものづくり労働者の職業能力開発
( )ものづくり振興に係る環境整備1

我が国の経済が製造業の発展を通じて今後とも発 ○技能競技大会（県内大会） ○技能五輪全国大会への参加
展していくためには、ものづくりを尊重する気運を ・参加者 １，２級技能士 ・参加者 ２３歳以下の２級技能士
醸成しつつ、ものづくり基盤技術の振興を図ること
が重要である。 年度 実施職種 参加者数 年度 参加職種 参加者数 入賞状況
このため、技能競技大会の開催、技能五輪全国大

会や技能グランプリへの参加、卓越した技能者の表 １３ ９ ７７人 １４ １ ２人 １位・２位
彰等を行っている。 １４ ８ ７３ １５ １ １ １位

（ ）今後、広く県民がものづくり労働者の有する技能 １５ ７ ６０ １６ ３ ４ ３位 １人
の必要性、重要性について理解を深め、技能や熟練 １６ ７ ５０
技能者が尊重される社会を形成するために、これら １３年度は参加者なし
制度を効果的に活用するほか、熟練技能者の情報の ○技能グランプリへの参加
データベース化による技能者の社会的活用を図って ・参加者 １級、単一等級技能士
いく。

年度 参加職種 参加者数 入 賞 状 況

１３ ４ ５人 １位（１人）２位（１人）
１４ ３ ３ １位（１人）
１６ ３ ３ ３位（１人）

○卓越した技能者等の表彰
・毎年度１１月の職業能力開発促進月間中に表彰式を開催
・やまなしの名工、伝統工芸技能者等優秀な技能者の表彰
・現代の名工（国）の披露、上記大会の参加者や成績優勝者の表彰も併せて行
っている。

○山梨県技能まつりの開催
・県民の日記念行事とあわせて開催
・技能士の作品展示、即売、技能体験教室、技能相談、技能啓発等

○山梨県技能アドバイザーの委嘱・活用
・資 格 １級技能士
・任 期 ２年間
・１６年度委嘱 １６職種５５名
・業務内容 技能相談、競技大会審査員、技能に関する情報提供等
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

( )技能の維持継承2
若年者を中心としたものづくり離れ、さらには熟 ○地域人材育成推進事業（平成１１年度～１５年度、国・県の補助事業）

練技能者の高齢化等により我が国の経済発展を担う ・事業主体 山梨県職業能力開発協会
ものづくり技能の維持継承が困難になってきている ・やまなしものづくり人材育成推進協議会の設置。

（ ） 、 、 、 、このため、将来のものづくりを担う若年者を育成 構成機関 県 雇用・能力開発機構 職業能力開発協会 技能士会連合会
するために、職業能力開発協会や技能士会、教育機 大学、教育委員会、産業界
関などと連携し、ものづくりの楽しさ、すばらしさ ・技能競技大会（年１回、８～１０職種程度）の開催
と同時に大切さについて認識してもらう地域人材育 ・技能セミナー（年２回）の開催
成事業を実施する。 ・県技能アドバイザーによる技能相談の実施
また、中央職業能力開発協会が行っている高度熟 ・技能チャレンジ教室の実施

練技能者の技能やその習得過程の分析（デジタル化 技能の素晴らしさ、ものづくりの楽しさを体験させる（学校活動の一環）
等）について、職業能力開発協会と連携して県内の 小中学生を対象（年間約２０校、８００～１０００人程度）
高度熟練技能者の発掘を進めるとともに、企業等で ・ジュニアスキルフェスティバルの開催
の活用を促進するため、収集した情報を提供してい 小中学生部門（チャレンジ教室の際の４職種で競技 延１２０人程度）
く。 高校生部門 （４職種の技能体験 延８０人程度）

○高校生ものづくり技能塾の開催 （３ページ参照）

○ジュニアスキルフェスティバル（技能チャレンジ教室）の実施
「 」 （ ） 、地域人材育成推進事業 終了後 １６年度 は産業技術短期大学校において
４職種、８０人の規模で実施

○高度熟練技能基盤強化支援事業（中央協会委託事業、１５年度まで）
・高度熟練技能者の情報を収集し、中央職業能力開発協会に認定を申請
・本県関係認定者 ２５名
・県内企業、業界団体等への情報提供
・ やまなし技能塾」の開催「

主 催 山梨県職業能力開発協会
内 容 旋盤加工、フライス盤加工の２コースについて、産業技術

短期大学校学生、一般企業の若年技能者、工業高校生徒及
び教師を対象に実施

参加者 １４年度 ２６人
１５年度 ３９人

○若年者ものづくり人材育成促進事業（厚生労働省委託事業、１６年度から）
・高度熟練技能基盤強化支援事業の一部を継承
・全国工業高校生ものづくりコンテスト参加者に対する実技指導
・ やまなし技能塾」の開催 １６年度 ７７人「
・高校生等に対する３級技能検定の受検勧奨（１６年度より）
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

６ 国際化と職業能力開発
( )外国人研修・技能実習制度等の推進1

技術・技能の移転を通じ開発途上国の経済発展に ○海外青年技能研修生の受入れに対する支援
寄与する観点から、外国人研修生を受け入れる企業 ・中央職業能力開発協会が国の委託を受け、開発途上国（中国、タイ、インド
等に対して、実施される各種の指導援助事業につい ネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム等）の政府又は合弁会社等から
ては、財団法人国際研修協力機構の活用等により進 推薦された若年者（１８歳～２５歳未満）を、日本国内の企業等の協力を得
めるとともに、技能実習制度については、技能等の て受け入れている。
効率的な移転を促進する観点から制度の適正かつ円 ・山梨県職業能力開発協会では、中央協会への県内受け入れ企業の推薦、研修
滑な実施を促進する。 生受け入れ後の企業の指導等を行っている。
また、県で実施している海外研修員受入れ事業及 ・研修内容は、導入研修３か月（日本語、安全衛生などの基礎知識 、技能研）

び事業主団体等が行っている外国人研修生の受入れ 修６か月～１年６か月
事業に対し、訓練の受託、施設の提供等の支援を積
極的に実施する。 国 名 １３年度 １４年度

中 国 ３ 人 ３ 人
フィリピン １ －
インドネシア － １

○海外技術研修員の受け入れ
・本県が行っている開発途上国からの技術研修員の受け入れについて、県立職
業能力開発施設において対応している。

年度 国 名 研修生数 受入れ施設 科 名

１３ 中 国 １ 人 産業技術短期大学校 観光ビジネス科
ケ ニ ア １ 峡南高等技術専門校 建 築 科

１４ 中 国 １ 産業技術短期大学校 情報技術科

１５ 中 国 １ 産業技術短期大学校 情報技術科

１６ 中 国 １ 産業技術短期大学校 情報技術科

１７ ペ ル ー １ 産業技術短期大学校 情報技術科
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

○技能実習制度
・ 研修」の在留資格で一定期間の研修を経た上で研修成果の評価等を行い、「
在留資格の変更が許可された者を対象として、雇用関係の下で引き続き、よ
り実践的な技術・技能又は知識の修得を行う （滞在期間は３年以内）。

・この研修成果の評価は （財）国際研修協力機構が行うものであるが、試験、
は技能検定の基礎級として実施しており、その試験を山梨県職業能力開発協
会が行っている。

・基礎級技能検定実施状況 （人）

年度 受験者数 合格者数 等 級

１３ １４５ １４４ ２級のみ

１４ １６３ １６２ 〃

１５ １５０ １４８ 内１級１人
( )海外進出企業対策の実施2

企業活動の国際化の進展に対応した職業能力開発 １６ １９１ １８９ ２級のみ
を支援するため、海外進出企業の職業訓練指導者の
養成等人材の育成や、情報提供・相談援助を行う。 ○職業能力開発サービスセンターにおける情報提供等

( )国際化の進展に対応した技能労働者の育成 ○産業技術短期大学校におけるカリキュラム編成3
経済のグローバル化等に対応した国際感覚を持っ ・英語の続解力を伸ばすとともに、職場生活での諸領域で生かせる英語の基礎

た技能労働者を育成する観点から、訓練生の国際交 を養うため、生産技術科、電子技術科、情報技術科では一般教育科目の必修
流について今後も引き続き検討するとともに、接客 単位（４単位）として３６時間の英語教育を実施している。
サービスに係る高度職業訓練においては訓練生の外 ○産業技術短期大学校観光ビジネス科における英会話教育の充実
国語に関する能力の向上に努める。 ・ホテル等でのサービス業務に必要な英会話の基礎やより実践的な英会話を習

得するため、専門実技科目の必修単位（１６単位）として１４４時間の外国
人講師による英会話教育を実施している。

平成１１～１４年度まで ８単位（ ７２Ｈ）
平成１５～ １６単位（１４４Ｈ）

○都留高等技術専門校ＯＡビジネス科におけるカリキュラム
・ビジネス英会話 ２０時間

○在職者訓練におけるコース設定
・ 接遇・応対のための英会話 （短大 定員 人）平成 以前から実施「 」 18H 20 13
・ 接遇・応対のための英会話 （都留 定員 人）平成 年度から実施「 」 18H 15 16
・ ビジネス中国語 （職能協会 定員 人） 平成 以前から実施「 」 102H 15 13
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

７ 職業能力開発施策の推進体制の整備 ○公共職業能力開発施設の役割分担
( )公共職業能力開発施設等の体制の整備1

公共職業能力開発施設については、その機能を充 主たる 役 割 分 担
分に果たせるよう、施設ごとの役割分担を明確にす 対象者 訓練課程
る中で体制整備を図る。 法規定・国の方針 本県の状況
また、各施設において、関係機関、事業主団体等

との密接な連携確保の上、職業訓練の実施、情報提 学 卒 者 専 門 課 程 国・県が実施 産業技術短期大学校
供、相談援助、施設、設備の提供等総合的なサービ （２年） （短大校で実施）
スをより効果的に提供する。
産業技術短期大学校については、高度技能と専門 普 通 課 程 県が実施 都留高等技術専門校

知識を併せ持った実践技術者を育成してきているが (１～２年） （技専校で実施） 峡南高等技術専門校、
今後さらに訓練内容の充実や、より高度な在職者訓
練の実施など、先端技術習得のための専門訓練への 離転職者 短 期 課 程 国・県が実施 都留高等技術専門校
展開を図ることができるよう、施設・設備の整備を (１～６月） （技専校で実施） 峡南高等技術専門校
計画的に行っていく。 就業支援センター
その他の職業能力開発施設については、技術革新

に対応できる技能者の養成が行えるよう、必要な施 ポリテクセンター山梨
設・設備の整備を図る。
特に、第１次産業・第２次産業に比べ、第３次産 在 職 者 専門短期課程 国・県が実施 産業技術短期大学校
業の就業者数が大幅に増加している現状を踏まえ、 県は短大校で実施 ポリテクセンター山梨（ ）
第３次産業に関連する訓練の充実を図るとともに、
利用者の利便性を図るため、訓練に関する相談から 短 期 課 程 県が実施 産業技術短期大学校
就業相談、職業紹介までのワンストップサービスの 都留高等技術専門校
提供等についても検討する。 峡南高等技術専門校

就業支援センター

・訓練科目やコースの設定、実施地域、実施時期等について毎年度関係機関
相互の調整を行っている。

○総合的なサービスの提供
・職業能力開発の総合的センターとしての機能 （１４ページ参照）
・産業技術短期大学校では４学科の職種に関連した県内企業を会員とする教育
振興会を設置し、産業界のニーズを踏まえた人材の育成を図っている。

○施設・設備の計画的整備
・産業技術短期大学校 （１３ページ参照）
・都留・峡南高等高等技術専門校、就業支援センター （ 、 ページ参照）6 14

○第３次産業に関連する訓練の充実（新設科目）
・福祉サービス科（平成１４年度）
・介護サービス科（平成１５年度・委託訓練）

○ワンストップサービスの提供
・就業支援センターの設置 平成１４年４月１日（１９ページ参照）
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第７次計画における職業能力開発施策の内容 施 策 の 実 施 状 況 備 考

( )政策評価手法の導入 ○政策アセスメントの状況2
職業能力開発施策に係る政策評価については、政 （平成１２年度） 公共職業訓練（離転職者訓練）

策アセスメント等の事業評価により 施策の効率的 認定職業訓練事業費補助金、 、
効果的実施に努めている。 職業能力開発推進事業（推進者講習会、運営協議会）
国においても、公共職業訓練、技能検定制度、教 職場適応訓練

育訓練給付制度、助成金制度等の職業能力開発施策 ・平成１３年度 障害者職業能力開発校入校奨励金
について政策評価手法の確立を目指しており、これ 技能者表彰制度
を踏まえ 今後とも 政策評価の積極的活用により 山梨県職業能力開発協会補助金、 、 、
労働力の需給状況、訓練ニーズの変化等に応じた職 地域人材育成推進事業補助金
業訓練コースの設定等、機動的、効果的な施策の展 公共職業訓練（学卒者訓練、在職者訓練）
開を図る。 ・平成１５年度 就業支援センター

職場適応訓練
認定職業訓練

・平成１６年度 職場適応訓練
障害者職業能力開発校入校奨励金

○在職者訓練については、アンケート調査により受講者等のニーズを把握する
とともに、一定の評価基準を設定し、訓練実施結果の分析・評価を行い、訓
練内容の改善、コース設定に努めている。

( )関係施策との連携等3
雇用のミスマッチを解消するためには、企業ニー ○職業安定機関との連携

ズを踏まえた適切な職業能力開発と雇用機会の確保 ・各施設と管轄安定所との会議等の開催（年１～２回）
が不可欠であり、職業能力開発機関と職業安定機関 ・担当者会議の開催（随時）
との連携を一層強化する必要がある。特に、職業訓 ・業務推進上の連携（随時）
練を修了した者については、その能力に応じた職業 ○求人開拓
が確保できるよう、職業能力開発機関において、職 ・各校の無料職業紹介専任担当者及び職員による企業訪問（随時）
業安定機関と協力しつつ、積極的に能力に応じた求 ・ハローワークへの求人確保依頼（随時）
人開拓を行っていく。
さらに、若年者の「ものづくり離れ」を解消し、 ○高等学校教育多様化実践調査研究検討委員会（委員長：産業技術短期大学校

本県産業界において求められる人材を育成していく 指導部長）の結果に基づく連携
ためには 関係施設との緊密な連携が不可欠であり ・委員会は平成１２～１３年度に開催、 、
特に学校教育等との連携の在り方について検討を行 ・ 高等学校の生徒の学校外における学修の単位認定の在り方について」調査「
い、強化していく必要がある。 研究
このため、若年者が職業意識を高め、早期に自ら ・平成１３年度実践協力校（塩山高校）と産業技術短期大学校との連携協定

の適性を発見することにより、適切な進路決定が行 により「高校生ものづくり体験講座」を試行実施
われるよう 「高校生ものづくり体験講座（高校の単 ・平成１４年度から短大校及び都留・峡南高等技術専門校で「高校生ものづ、
位として認定する学校外学修単位認定制度 」の試行 くり技能塾」として開催 （３ページ参照））
を行うなど、連携の方策を検討していく。 ・単位として必要な時間数の関係から産業技術短期大学校の技能塾を「学校

外学習単位認定制度」として実施


